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令和６年 第５回香芝市教育委員会会議（５月定例）会議録 

 

日時     令和６年５月２９日(水) 

  午前１０時００分より 

場所     香芝市役所５階委員会室 

〔出席者〕 

教育長 小西 友𠮷 

委 員（教育長職務代理者） 田中 貴治 

委 員 三岡 正美 

委 員 關野 英明 

委 員 中尾 茜 

 

〔事務局〕 

教育部長 福森 るり 

教育部次長（教育総務課長事務取扱） 玉村 晃章  

まなび推進局長（生涯学習課長事務取扱） 隈崎 倫夫  

保健給食課長 田中 宏樹 

学校教育課長 陀安 龍也 

学校支援室長 松林 和美 

こども課長 富家 章裕 

文化財課長 奥田 昇 

市民図書館長 大橋 典子 

 

〔書記〕 

教育総務課主幹 木原 健次 

 

   日程１ 定足数の確認 

   日程２ 開会の宣言 

 
教育長      皆さんおはようございます。令和６年第５回香芝市教育委員会会議を招集

しましたところ、委員各位には公私何かとご多用のなか、ご出席いただき誠

にありがとうございます。本会議が円滑に運営できますようご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 
教育長      それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、これより令和６年第

５回教育委員会会議を開催いたします。 

委員並びに事務局、傍聴にお越しの皆様方に申し上げます。携帯電話の電

源はお切りになるか、またはマナーモードにしてください。また、香芝市教

育委員会傍聴規則第６条により写真、録音等が禁止されていますのでよろし

くお願いいたします。 

 

   日程３ 署名委員の指名について 

 

教育長      本日の署名委員は、田中委員、中尾委員にお願いしたいと思います。 

 

日程４ 諸報告について 
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教育長      それでは、日程に基づきまして、日程４の諸報告として私から報告いたし

ます。 
５月１日（水）、教育長辞令交付式がございました。 
同日夕刻、香芝市授業研究活性化部会、第１回全体会が開催されました。

今年度も下田小学校の杉村校長先生が引き続き会長をされ、私も挨拶をさせ

ていただきました。いつものことながら大変意欲的な先生方がたくさん参加

されている様子を見て安心いたしました。 
５月８日（水）から１０日（金）の３日間、第７４回全国都市教育長協議

会定期総会並びに研究大会がございました。会場は、長崎市でございました。

１日目は文部科学省から講話がございました。そして午後は教育研究部会・

３部会が開かれました。２日目は、分野別研究発表等がございました。忙し

い日程の中で、いい勉強をさせていただきました。 
５月１２日（日）、香芝市文化協会総会が開催されました。開会行事と総

会行事に参加させていただきました。 
５月１４日（火）は、第６２回奈良県人権教育推進協議会総会がふたかみ

文化センターで開催されております。各地から代表が参加され、私も参加さ

せていただきました。 
５月１５日（水）、香芝市立小学校・中学校の校長会を開催しております。

学校が始まりまして約１か月、各学校の校長先生方と意見交換等を行いまし

た。 
５月１６日（木）、第７４回“社会を明るくする運動”奈良県推進委員会。

これは奈良市内で開催され、都市教の代表として参加させていただいており

ます。 
５月１７日（金）、真美ヶ丘西小学校の３年生８０名が庁舎見学をしてお

ります。昨年同様、教育長室に子どもたち全員が２班に分かれて入ってもら

いました。いろんな質問がありました。香芝市のことについての話をさせて

いただいております。 
午後からは、香芝市の小学校・中学校の教頭会。いつもながら教頭先生方

には、職員室のトップとして頑張っていただきたいということでお願いをし

ております。 
５月２０日（月）、これは香芝市独自のこととして例年やっておりますけ

れども、アドバイザリー訪問ということで、今年は香芝西中学校校区の授業

参観そして学校の経営についての話合いを支援室が中心になって、１日やっ

ております。私も、関屋小学校の子どもたちの様子を見に行かせていただき

ました。 
５月２１日（火）、第１回香芝市いじめ・不登校等対応委員会。今年度は

第１回目の開催を少し早めております。委員として、弁護士、学識経験者と

して大学の先生２名、副市長、それから、県教育委員会事務局の生徒指導担

当指導主事、市校長会と市生徒指導部会の代表の校長先生方に出ていただい

ております。そして、学校支援室指導主事、適応指導教室指導員も参加して

おります。今回は一昨年と昨年のいじめ重大案件の経過報告と、今年度のい

じめ・不登校の取組についての話合いをいたしました。 
５月２２日（水）、令和６年度香芝市人権教育研究会総会が香芝中学校で

開催されました。各小中学校・幼稚園の先生方、ほぼ全員参加で今年度は出

来たかなということを思っております。 
５月２３日（木）は、学力向上の取組に対するヒアリングを行いました。

これも継続してやっておりますけども、今年度の第１回目、真美ヶ丘東小学

校、五位堂小学校、志都美小学校、香芝北中学校、４校の校長先生と教頭先

生に来ていただきまして、昨年からの課題、反省点、そして今年度の取組に

ついて、目標とすることを聞かせていただきました。各学校しっかり取り組
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んでいただいているかなと思いますので期待しております。 
５月２４日（金）には、ニコニコあいさつ運動。２５日は土曜日でしたの

で、２４日に行かせていただきました。下田小学校と下田幼稚園に行かせて

いただきました。特に下田小学校は校門のあたりが狭いんですけれども、た

くさんの先生方が出ておられて、そして、どうしても送り迎えしなければい

けない方のために、駐車場で車の通行整理をしていただいたので、順調に子

どもたちが入れる状況になっておりました。そして幼稚園では保護者の方々

が送って来られるんですけれども、カッシーくんとともに行っておりますの

で、喜んでいただいて、大歓迎、大歓声を受けながらのいいあいさつ運動が

出来ました。元気な子どもたちの姿を見れて大変よかったです。 
５月２６日（日）には、二上山博物館公開講演会を開催しております。今

回、武田信玄と岡氏の関わりについて話をしていただきまして、大変私も興

味深く聞かせていただきました。香芝市の歴史作家であります、上島さんに

講演をいただいております。 
５月２７日（月）はアドバイザリー訪問として、二上小学校を訪問させて

いただきました。昨年度末には、いろんなことで教育委員会と話合いをする

機会がたくさんあったわけですが、４月以降は教職員が一丸となったいい姿、

子どもが落ち着いて学習する姿を見せていただくことが出来ました。 
５月２８日（火）、令和６年度奈良県市町村教育委員会連合会会議。当初

天理市で開催される予定でしたけれども、昨日の雨の都合でリモートでの参

加となり、田中委員とともに参加させていただいております。 
そして、夕方ですけれども、学力向上の取組に対するヒアリングを下田小

学校、香芝西中学校のほうから来ていただきまして行っております。 
それから本日、この会議が始まる前ですけれども、真美ヶ丘東小学校３年

生の子どもたち８３名が庁舎見学に来て、教育長室に入ってもらいました。

そこにちょうど教育委員さんも来られ、見ていただいたかと思いますが、子

どもたちが活発に私にいろんな質問をして大変嬉しかったです。いい庁舎見

学、教育長室訪問でございました。 
それから今日の午後、令和６年度第１回公民館運営審議会がございます。

令和６年度の中央公民館事業計画等の話し合いをする予定でございます。 
以上、諸報告でございます。 

 
教育長      ただいまの報告につきまして、ご質問等はございませんか。 

 

教育長      質問等がないようですので、日程５に進みたいと思います。 

 

   日程５（１） 議第１１号「香芝市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について」 

 
教育長      案件（１）議第１１号「香芝市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定

について」事務局より説明をお願いいたします。 
こども課長。 

 
こども課長    ただいま提案になりました議第１１号「香芝市立幼稚園規則の一部を改正

する規則の制定について」の提案理由をご説明申し上げます。議案書の１ペ

ージ及び参考資料の１ページをご覧ください。 
本案は、香芝市立幼稚園規則の一部を改正するため、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２５条第２項第２号の規定に基づき議決を求めるも

のでございます。 
改正内容は、令和７年度より関屋幼稚園の３歳児の募集を停止することか

ら、香芝西中学校区での３歳児の受け入れ園として旭ケ丘幼稚園を指定する
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ものでございます。 
何卒慎重ご審議の上、原案可決いただきますよう、よろしくお願いします。 

 
教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

 
教育長      よろしいですか。 

 
教育長      本案につきまして、ご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      それでは、原案の通り可決することといたします。 

 

   日程５（２） 議第１２号「香芝市就学指導委員会委員の委嘱及び任命について」 

 
教育長      続きまして、案件（２）議第１２号「香芝市就学指導委員会委員の委嘱及

び任命について」事務局より説明をお願いします。 
学校支援室長。 

 
学校支援室長   ただいま提案になりました議第１２号「香芝市就学指導委員会委員の委嘱

及び任命について」提案理由説明を申し上げます。 
本案は令和５年６月１日付で、令和５年度及び令和６年度の香芝市就学指

導委員会委員の委嘱及び任命を行いましたが、令和６年４月の人事異動に伴

い、香芝市就学指導委員会規則（昭和５２年教委規則第２号）第３条第２項

の規定により、令和６年６月１日付けで新たな委員の委嘱及び任命を行うも

のでございます。議案書４ページをご覧ください。 
委員は全員で２６名となっており、今回人事異動に伴って新たに委嘱及び

任命を行う方は１１名です。 
何卒慎重審議の上、原案可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 
教育長      学校の人事異動等で新しく１１名の委員の交代等ございましたけども、何

かございましたら、よろしくお願いします。 

 

教育長      ございませんか。 

 
教育長      本案につきまして、ご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、原案の通り可決することといたします。 

 

   日程５（３） 議第１３号「香芝市教科用図書選定委員会委員の委嘱及び任命について」 

 
教育長      続きまして、案件（３）議第１３号「香芝市教科用図書選定委員会委員の

委嘱及び任命について」事務局より説明をお願いいたします。 
学校支援室長。 

 
学校支援室長   ただいま提案になりました議第１３号「香芝市教科用図書選定委員会委員
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の委嘱及び任命について」提案理由説明を申し上げます。 
本案は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条に

基づき令和７年度使用教科用図書を採択するにあたり、香芝市教育委員会の

権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則（平成３年教委規則

第６号）第２条第５号の規定により、香芝市教科用図書選定委員会委員を委

嘱及び任命することにつきまして本委員会にお諮りするものでございます。 
委員としてお諮りする方々につきましては、議案書６ページに記載してお

ります。 
何卒慎重審議の上、原案可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

 
教育長      昨年度は小学校の教科用図書の選定委員会を開いていただきました。今年

度は中学校になります。 

 
教育長      本案につきまして、ご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、原案の通り可決することといたします。 

 

   日程５（４） 議第１４号「香芝市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱及び任

命について」 

 
教育長      続きまして、案件（４）議第１４号「香芝市教育委員会指定管理者選定委

員会委員の委嘱及び任命について」を事務局より説明をお願いします。 
まなび推進局長。 

 
まなび推進局長  ただいま提案になりました議第１４号「香芝市教育委員会指定管理者選定

委員会委員の委嘱及び任命について」提案理由の説明をさせていただきます。

議案書の７ページ、８ページをご覧ください。 
本案は、令和６年度で「香芝市文化施設・二上山博物館・中央公民館」の

指定管理の協定期間が終了することに伴い、新たに令和７年度からの指定管

理者の選定を行うに当たりまして、香芝市教育委員会の権限に属する事務の

一部委任及び臨時代理に関する規則第２条第５号の規定に基づき、香芝市教

育委員会指定管理者選定委員会委員を別紙の案の方々に委嘱及び任命するこ

とについてお諮りするものでございます。 
委員の選任に関しましては、香芝市附属機関設置条例第２条第２項、別表

第２の選任基準によりまして、見識を有する者として学識経験者、金融機関

関係者、自治会関係者、奈良県文化振興課長を委員として、５名を選任して

おります。 
また、内部からは教育長、企画部長、総務部長、市民環境部長、教育部長

の５名を選任したものでございます。 
何卒慎重審議いただき、原案可決賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 
教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

 
教育長      よろしいですか。 
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教育長      本案につきましてご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、原案の通り可決することといたします。 

 

   日程５（５） 議第１５号「香芝市史跡整備検討委員会委員の解嘱及び委嘱について」 

 
教育長      続きまして、案件（５）議第１５号「香芝市史跡整備検討委員会委員の解

嘱及び委嘱について」事務局より説明をお願いいたします。 
文化財課長。 

 
文化財課長    ただいま提案になりました議第１５号「香芝市史跡整備検討委員会委員の

解嘱及び委嘱について」提案理由の説明を申し上げます。議案書は９ページ、

参考資料は１０ページをご覧ください。 
本案は、香芝市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に

関する規則第２条第５号の規定により、委員の解嘱及び委嘱を行うものです。 
新たに選任する方は、識見を有する者として奈良女子大学教授の宮路淳子

様、教育委員会が必要と認める者として瓦口自治会長の秋山周三様です。前

任者の白石太一郎様は辞任の申し出があり、南浦宗和様は自治会長の交替に

よるものです。それぞれ残任期間での委嘱になります。 
何卒慎重審議いただき、原案可決賜りますよう、お願い申し上げます。 

 
教育長      ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

中尾委員。 

 
中尾委員     香芝市の史跡整備検討委員会委員として、狐井の自治会長さんと瓦口の自

治会長さんが「教育委員会が必要と認める者」となっておりますが、これは

史跡整備をする地域の自治会長さんという認識でよろしいでしょうか。 

 
教育長      文化財課長。 

 
文化財課長    今現在発掘調査しております土山古墳は瓦口、狐井稲荷古墳は狐井ですの

で、それぞれ自治会長に入っていただいております。以上です。 

 

中尾委員     ありがとうございます。承知しました。 

 

教育長      他に質問等はございませんか。 

 
教育長      本案につきまして、ご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、原案の通り可決することといたします。 

 

   追加案件（１） 承第１０号「香芝市社会教育委員の解嘱並びに委嘱に関する報告及び 

承認について」 

 
教育長      本日、追加議案が提出されておりますが、ここで案件を１点追加し、審議

することにご異議ございませんか。 
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各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、追加議案を審議することといたします。 

 

教育長      追加案件（１）承第１０号「香芝市社会教育委員の解嘱並びに委嘱に関す

る報告及び承認について」を事務局より説明をお願いいたします。 
まなび推進局長。 

 
まなび推進局長  ただいま提案になりました承第１０号「香芝市社会教育委員の解嘱並びに

委嘱に関する報告及び承認について」の提案理由の説明をさせていただきま

す。追加議案１ページ、２ページをご覧ください。 
香芝市社会教育委員に関する条例第１条及び第２条第２項の規定により、

委員退任に伴いまして解職並びに委嘱をしましたので、香芝市教育委員会の

権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則第４条第２項の規定

により報告させていただき、承認を賜りたいと存じます。 
その内容ですが、社会教育関係者として前年度の市ＰＴＡ協議会会長の岡

本康宏様が退任されましたので社会教育委員を解職し、今年度の会長である

藤田順子様に残任期間の委嘱について臨時代理処分を行ったものでございま

す。 
何卒慎重ご審議いただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 
教育長      ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますか。 

 
教育長      本案につきまして、ご異議はないでしょうか。 

 

各委員  （「異議なし」の声あり） 

 
教育長      ご異議がないようですので、原案の通り承認することといたします。 

 

   日程５（６） その他 

 
教育長      それでは、案件（６）その他として、各課より報告があればお願いいたし

ます。 

 
教育長      ございませんか。 

 
教育長      それでは、本日の案件はすべて終了いたしました。これをもちまして令和

６年第５回教育委員会会議を閉会いたします。委員の皆様におかれましては、

慎重審議ありがとうございました。以上で散会といたします。どうもありが

とうございました。 

 

（ 午前１０時３７分 閉会 ） 


